
当別町総合計画・総合戦略策定支援業務委託
特記仕様書
 
本仕様書は、当別町（以下「委託者」という。）が実施する当別町総合計画・総合戦略策定支援業務委託に関して必要な事項を定めるとともに、受託者が実施しなければならない事項を定める。 

１　委託業務名 
当別町総合計画・総合戦略策定支援業務委託

２　業務目的 
本町では、当別町第６次総合計画及び当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略（第２期）を定め、時代の潮流をとらえながら長期的な展望に立ち、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきたが、さまざまな情勢の変化に対応すべく、令和９年度を始期とする新しい総合計画とともに、総合計画と整合性のある総合戦略の策定を行う。

３　業務期間
契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで

４　契約限度額
　　６，９４６，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

５　業務内容 
委託業務の内容は以下のとおりとする。
⑴　町の現況分析
現行の総合計画及び総合戦略並びに国・道の関連計画における町の現状分析を行うとともに地方創生分析評価プラットフォーム（RAIDA）や地方経済分析システム（RESAS）などを活用した町の基礎的なデータの収集と分析を行う。
また、総合計画及び総合戦略の策定にあたり、町の各個別計画について情報収集と整理を行う。

⑵　施策評価と課題整理
現行の総合計画及び総合戦略に位置づけられている各施策の評価を行うとともに業務内容⑴及び「人口ビジョン改訂版」のアンケート調査結果を分析し、今後、町が取り組むべき課題の整理を行う。

⑶　当別町総合計画審議会等の運営支援
町民や各関係機関の代表者などで構成される「当別町総合計画審議会（以下「審議会」という）」と「当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会（以下「戦略委員会」という）」の開催に係る資料作成や会議の場における助言など、審議会等の運営に関する支援を行う。
なお、開催回数は、「審議会」は５回、「戦略委員会」は３回を予定する。

　⑷　町内各団体及び町民等の意見聴取の企画・運営
　　　町民等からの意見聴取の企画・運営を行う。
なお、実施にあたっては、より多くの意見かつ多様な意見聴取が図られるよう工夫する
こと。
また、町内各団体（１０から１５程度）に対するヒアリングを企画・実施し、ヒアリング結果の取りまとめを行う。


⑸　総合計画及び総合戦略の作成支援
業務内容⑴から⑷を踏まえ、町企画部企画課と協議のもと、総合計画及び総合戦略の作成支援を行う。
なお、総合戦略の作成支援にあたっては、国の「地方創生２．０基本構想（令和７年６月閣議決定）」及び「地方創生に関する総合戦略～これまでの地方創生の取組のフォローアップと推進戦略～（同年１２月閣議決定）」に留意すること。

　⑹　総合計画及び総合戦略の取りまとめ
①レイアウト及びデザインの編集
②成果品（電子データ）
　　　・総合計画及び総合計画（素案）【本編及び概要版】
・総合計画及び総合計画（案）【本編及び概要版】
・総合計画及び総合計画（完成版）【本編及び概要版】
・業務遂行にあたり作成した資料一式
　※電子データのファイル形式は編集可能なWord、Excel、PowerPointを基本とする。

６　受託者の責務 
⑴　受託者は、受託業務の実施担当者を定め、委託の趣旨に従い、受託者の責任において受託業務を完遂すること。
⑵　受託者は、この業務に係る一切の費用を負担すること。
⑶　受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 
⑷　受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合はこの限りではない。また、再委託に関するすべての責任は受託者が負わなければならない。 

７　支払条件
　　契約代金の支払いは事業完了後、一括払いとする。
　　なお、委託料は受託者からの請求をもって支払いを行うものとし、委託者は、適法な請求を受けてから３０日以内に支払うものとする。

８　資料管理
本業務において町から貸与される資料等（電子データも含む）について、受託者は資料等の重要性を認識し、資料等の破損、滅失及び盗難等事故のないように取扱い、使用後は速やかに返却するものとする。
また、本業務等により作成し、町に提出した成果物の所有権及び著作権は町に帰属するものとし、町において自由に利用・修正・公開することができるものとする。

９　成果品検査 
受託者は本業務完了後、町の検査を受けるものとし、町から本業務に適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。 

10　その他
1 　本業務の実施に際し、関係法令、条例及び規則等を遵守すること。
2 　本業務の実施に際し、定めのない事項や、疑義が生じた場合は、速やかに町と受託者が協議のうえ定めるものとする。
3 　受託者は、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を町の求めに応じて、閲覧に供することができるように保存しておくこと。
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